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通所リハビリテ－ション(予防通所)サ－ビスについて 
 

 

◆ご本人の担当居宅介護支援事業者の介護支援専門員（ケアマネ－ジャ－）の居宅サ－ビス計画       

（ケアプラン）に基づいてご利用いただきます。 

 

 

◆ご利用者がご家庭での生活を継続できるよう、通所リハビリテ－ション計画に基づいて理学療法、 

作業療法、その他必要なリハビリテ－ションを行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持、改善を 

図ります。 

 

 

◆サ－ビス内容 

    営業日及び営業時間 

    ・月曜日～土曜日 但し、祝祭日と年末、年始（12月30日～１月3日）は休み。 

    ・原則として、9時00分～16時00分の間で6時間以上～8時間未満。 

 

    週間プログラム 

  月 火 水 木 金 土 

午 前 
リハビリ体操 

ティ－タイム 

リハビリ体操 

ティ－タイム 

リハビリ体操 

ティ－タイム 

リハビリ体操 

ティ－タイム 

リハビリ体操 

ティ－タイム 

リハビリ体操 

ティ－タイム 

午 後 俳 画 
レクリエ

ーション 

フラワ－ 

アレンジメント 

レクリエ

ーション 

レクリエ

ーション 

レクリエ

ーション 

 

   送 迎   居宅サ－ビス計画に基づき、必要な方の送迎を行います。 

 

   食 事      昼 食 12時00分～ 

              おやつ 15時00分～ 

 

    入 浴   居宅サ－ビス計画に基づいて、必要な方の入浴を行います。 

 

 

◆自宅訪問 

通所リハビリテ－ション計画作成や入浴介護計画作成等の為に、スタッフがご利用者のご自宅を訪問さ

せていただきます。ご協力をお願いいたします。 

 

 

◆他機関との連携 

協力医療機関への受診 

    当施設では浅香山病院が協力医療機関となっておりますので、ご利用者のご状態が急変した場合は 

   速やかに受診いたします。あらかじめご了解ください。 
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◆緊急時の連絡先 

緊急の場合には「利用同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

 

◆手続きのため、次のことを決めておいて下さい 

  〇保証人・主介護者 （氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号） 

〇請求書送付先   （      同       上        ） 

   〇緊急連絡先①②  （      同       上        ） 

   

 

◆利用手続きに必要なもの 

  〇介護保険証 

〇介護保険負担割合証(65歳以上の方のみ) 

〇健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証 

〇利用同意書 

〇身体障害者手帳・公害医療手帳・被爆者手帳（該当の方のみ） 

 

 

◆持ち物について 

  〇上履き 

〇入浴時の着替え 

〇昼食後のお薬(ある方のみ)、 

〇オムツ・リハビリパンツ・パット(使用されている方のみ) 

       

 ※持ち物はひとつの袋にまとめ、それぞれに名前をご記入下さい。 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

お問い合わせ 

                             介護老人保健施設 みあ・かーさ 

TEL072-229-9118 

                             支援相談員   金平・阿部・村本・小堀 

 

 

 

 

 

 


